
 

 

 

 

 

第３号議案 

 

業務規程の変更について 



 

電力広域的運営推進機関 業務規程変更案 新旧対照表 

現  行 変 更 案 

第２章 組織及び職員 

 

別表２－１ 組織の業務分掌 

組織名 業務分掌 

総務部 （略） 

企画部 （略） 

計画部 （略） 

運用部 需給に関する計画の取りまとめ、需給実績、需給ひっ迫時対応、地域

間連系線の管理（運用容量・利用計画・混雑処理等）、作業停止計画調

整、広域周波数調整、広域機関システムの開発・運用・保守、通信回線

の運用・保守 

運用部（広域運用センター） （略） 

紛争解決対応室 （略） 

監査室 （略） 

(※) （略）  

 

第２章 組織及び職員 

 

別表２－１ 組織の業務分掌 

組織名 業務分掌 

総務部 （略） 

企画部 （略） 

計画部 （略） 

運用部 需給に関する計画の取りまとめ、需給実績、需給ひっ迫又は需給ひっ

迫のおそれへの対応、地域間連系線の管理（運用容量・利用計画・混

雑処理等）、作業停止計画調整、広域周波数調整、広域機関システムの

開発・運用・保守、通信回線の運用・保守 

運用部（広域運用センター） （略） 

紛争解決対応室 （略） 

監査室 （略） 

(※) （略）  

 

第３章 需要想定 

 

（過去の需要実績と需要想定の検証） 

第１９条 （略） 

２～３ （略） 

４ 本機関は、需要想定要領について、前２項の結果等を踏まえ改正が必要であると認めるとき

は、毎年１１月上旬までに改正した上で、会員に通知するとともに公表する。 

 

（新設） 

（新設） 

第３章 需要想定 

 

（需要想定及び需要想定要領の検証） 

第１９条 （略） 

２～３ （略） 

４ 本機関は、前２項の結果や業務を通じて得られた知見等を踏まえ、需要想定要領の改正が必

要であると認めるときは、評議員会の審議を経た上で、毎年１１月上旬までに理事会において

改正を決定する。 

５ 本機関は、需要想定要領を改正した場合には、速やかに会員に通知するとともに公表する。 

６ 本機関は、従来の需要想定の方法に大幅な変更を生じさせる需要想定要領の改正が必要と判

断する場合は、会員及び会員以外の有識者の意見を聴取する。 
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第４章 供給計画とりまとめ等 

 

（供給計画の案に基づく調整） 

第２４条 本機関は、前条により提出を受けた供給計画の案の記載内容について、当該供給計画

の案を提出した会員から必要に応じて、その根拠及び考え方について聴取し、送配電等業務指針

及び第１８条に定める需要想定要領等への適合性、第２９条の広域系統長期方針及び第３０条

の広域系統整備計画への整合性、並びに当該供給計画の案を提出した会員の過去の需要実績と

の差異等を確認した上で不適切と認めるときその他安定供給を確保する観点から必要と認める

ときは、期限を示した上で、当該会員に対し供給計画の案の見直し及び見直し後の供給計画の案

の提出を求める。 

２ 本機関は、前項の確認に当たり、会員の電線路及び変電所（以下「流通設備」という。）の整

備計画（以下「流通設備計画」という。）について、第３１条第１項第１号に該当し広域連系系

統の整備に関する検討が必要と認めるときは、同条に基づき計画策定プロセスを開始する。 

第４章 供給計画とりまとめ等 

 

（供給計画の案に基づく調整） 

第２４条 本機関は、前条により提出を受けた供給計画の案の記載内容について、送配電等業務指

針に定めるところにより、当該供給計画の案を提出した会員から必要に応じて、その根拠及び考

え方について聴取し、送配電等業務指針及び第１８条に定める需要想定要領等への適合性、第２

９条の広域系統長期方針及び第３０条の広域系統整備計画への整合性、並びに当該供給計画の

案を提出した会員の過去の需要実績との差異等を確認した上で不適切と認めるときその他安定

供給を確保する観点から必要と認めるときは、期限を示した上で、当該会員に対し供給計画の案

の見直し及び見直し後の供給計画の案の提出を求める。 

２ 本機関は、前項の確認に当たり、会員の電線路、変電所及び開閉所（以下「流通設備」という。）

の整備計画（以下「流通設備計画」という。）について、第３１条第１項第１号に該当し広域連

系系統（第８３条第３項第１号から第４号に定める流通設備をいう。以下同じ。）の整備に関す

る検討が必要と認めるときは、同条に基づき計画策定プロセス（第３０条第２項に定める。）を

開始する。 

 

（供給計画の取りまとめ・公表） 

第２６条 本機関は、前条により会員から供給計画を受け取ったときは、法第２９条第２項に基

づき、経済産業省令で定めるところにより、これを取りまとめ、送配電等業務指針及び本機関の

業務の実施を通じて得られた知見に照らして、次の各号に掲げる事項について検討する。 

 

一～三 （略） 

２～４ （略） 

（新設） 

 

（新設） 

（供給計画の取りまとめ・公表） 

第２６条 本機関は、前条により会員から供給計画を受け取ったときは、法第２９条第２項に基

づき、経済産業省令及び送配電等業務指針で定めるところにより、これを取りまとめ、同指針

及び本機関の業務の実施を通じて得られた知見に照らして、次の各号に掲げる事項について検

討する。 

一～三 （略） 

２～４（略） 

５ 本機関は、発電所の建設計画に係る情報のうち、一般電気事業者たる会員による適切な流通

設備計画の立案のために必要と考えられる情報を、当該一般電気事業者たる会員に共有する。 

６ 本機関は、流通設備の建設計画に係る情報のうち、発電所の建設計画の立案に資する情報

を、会員に共有する。 

 

第５章 設備形成 

 

（広域系統整備の検討） 

第３２条 本機関は、第２４条第２項並びに前条第１項第１号及び第２号により広域系統整備の

計画策定プロセスを開始したときは、広域系統整備委員会において、当該計画策定プロセスに係

る案件と、過去に検討を行った案件又は現在検討を行っている若しくは行おうとしている案件

との照合等の確認を行い、当該計画策定プロセスの進め方を理事会において決定する。 

（新設） 

 

２ 本機関は、前項により計画策定プロセスの進め方を決定した案件又は前条第１項第３号によ

り計画策定プロセスを開始した案件について、広域系統整備委員会において、代替的な方策との

比較も行った上で、必要な増強容量、概略ルート、概算工事費その他の送配電等業務指針で定め

第５章 設備形成 

 

（広域系統整備の検討） 

第３２条 本機関は、第２４条第２項及び前条第１項により広域系統整備の計画策定プロセスを

開始したときは、広域系統整備委員会において、当該計画策定プロセスに係る案件と、過去に

検討を行った案件又は現在検討を行っている若しくは行おうとしている案件との照合等の確認

を行い、当該計画策定プロセスの進め方を理事会において決定する。 

２ 本機関は、前条第１項第３号により計画策定プロセスを開始したときは、その旨及び広域系統

整備計画の取りまとめまでに要する予定を経済産業大臣に報告するとともに、公表する。 

３ 本機関は、第１項により計画策定プロセスの進め方を決定した案件について、広域系統整備委

員会において、代替的な方策との比較も行った上で、必要な増強容量、概略ルート、概算工事費

その他の送配電等業務指針で定める事項（以下「広域系統整備の基本要件」という。）、及び広域
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る事項（以下「広域系統整備の基本要件」という。）、及び広域系統整備の目的に照らして受益の

ある者（以下「受益者」という。）について検討を行い、評議員会の審議を経て、理事会にて決

定し、広域系統整備の基本要件を確定する。 

３ 本機関は、前項の検討に当たっては、前条第１項第２号により検討の提起をした者（以下「検

討提起者」という。）、受益者及び関係する事業者の意見を踏まえるものとする。 

 

 

（受益者及び費用負担割合の決定） 

第３４条 本機関は、広域系統整備委員会において、前条第３項で決定した実施案をもとに、第３

２条第２項の受益者に加え、他にも受益者が認められる場合は、当該受益者を含め、費用負担割

合を検討し、評議員会の審議を経て、理事会にて決定する。 

 

（その他） 

第３７条 本機関は、本章の業務の詳細について検討を行い、送配電等業務指針の策定にあわせ

て、本章の見直しを行う。 

 

系統整備の目的に照らして受益のある者（以下「受益者」という。）について検討を行い、評議

員会の審議を経て、理事会にて決定し、広域系統整備の基本要件を確定する。 

 

４ 本機関は、前項の検討に当たっては、前条第１項第２号により検討の提起をした者の意見又は

前条第１項第３号による検討の要請の内容並びに受益者及び関係する事業者の意見を踏まえる

ものとする。 

 

（受益者及び費用負担割合の決定） 

第３４条 本機関は、広域系統整備委員会において、前条第３項で決定した実施案をもとに、第

３２条第３項の受益者に加え、他にも受益者が認められる場合は、当該受益者を含め、費用負

担割合を検討し、評議員会の審議を経て、理事会にて決定する。 

 

（本章の業務の詳細） 

第３７条 本章の業務の詳細は、本章に定めるほか、送配電等業務指針において定める。 

第６章 系統アクセス 

 

（系統アクセス業務の実施） 

第３８条 本機関は、法第２８条の４０第７号及び国が定める系統情報の公表の考え方に基づき、

送電系統（一般電気事業者又は卸電気事業者が維持し、及び運用する電線路をいう。以下同じ。）

への発電設備等の連系等を希望する者からの事前相談及び接続検討に関する申込みの受付、検

討結果の確認、検証及び回答等の業務を行う。 

 

（用語の定義） 

第３９条 （略） 

一 （略） 

二 特定発電設備等設置場所 発電設備等（送電系統に連系しない設備を除く。）の出力の合計

値が１万ｋＷ以上である発電設備等の設置場所 

（新設） 

 

三 発電設備等系統連系希望者 発電者又は発電者になろうとする者であって、特定発電設備

等設置場所に関する事前相談又は接続検討を希望する者 

 

（事前相談及び接続検討の申込みの受付） 

第４０条 本機関は、発電設備等系統連系希望者から求められたときは、事前相談及び接続検討

の申込みを受け付ける。 

２ 一般電気事業者たる会員は、自らが維持及び運用を行う発電設備等を設置した、又は設置し

ようとする特定発電設備等設置場所に関係する事前相談又は接続検討のうち、発電設備等の新

増設など送電系統への電力の流入が増加する案件については、前項にかかわらず、本機関に申し

第６章 系統アクセス 

 

（系統アクセス業務の実施） 

第３８条 本機関は、法第２８条の４０第７号及び国が定める系統情報の公表の考え方に基づき、

送電系統（一般電気事業者たる会員又は卸電気事業者たる会員が維持し、及び運用する流通設備

をいう。以下同じ。）への発電設備等の連系等を希望する者からの事前相談及び接続検討に関す

る申込みの受付、検討結果の確認、検証及び回答等の業務を行う。 

 

（用語の定義） 

第３９条 （略） 

一 （略） 

二 特定発電設備等設置場所 発電設備等（送電系統に連系しない設備を除く。）の出力の合計

値が１万キロワット以上である発電設備等の設置場所 

三 発電設備等系統連系希望者 発電者又は発電者になろうとする者であって、事前相談、接続

検討又は契約申込みを希望する者 

四 特定発電設備等系統連系希望者 発電設備等系統連系希望者のうち、特定発電設備等設置

場所に関する事前相談、接続検討又は契約申込みを希望する者 

 

（事前相談及び接続検討の申込みの受付） 

第４０条 本機関は、特定発電設備等系統連系希望者から求められたときは、事前相談及び接続検

討の申込みを受け付ける。 

２ 一般電気事業者たる会員は、自らが維持及び運用を行う発電設備等を設置した、又は設置しよ

うとする特定発電設備等設置場所に関係する事前相談又は接続検討については、前項にかかわ

らず、本機関に申し込むこととする。 
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込むこととする。 

３ 本機関は、前２項の申込みの受付においては、送配電等業務指針に定める事項を記載した申

込書類の提出を求める。 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

（事前相談の検討） 

第４１条 本機関は、前条第３項により事前相談の申込書類の提出を受け付けたときは、関係す

る一般電気事業者たる会員に事前相談の検討の実施を速やかに依頼する。但し、申込書類に不備

があるときは、書類の修正を求め、不備がないことを確認した上で申込みの受付を行う。 

２ 一般電気事業者たる会員は、前項により本機関からの依頼を受けたときは、事前相談の検討

を行い、検討終了次第速やかにかつ次条第３項に定める本機関から発電設備等系統連系希望者

への回答期限の５営業日（第１０条第３項に定める本機関の営業日とする。以下、この章におい

て同じ。）前までに、本機関へ検討結果を提出するものとし、当該期日を超過するときは、その

理由、進捗状況、及び今後の見込みを本機関に報告しなければならない。 

３ 本機関は、一般電気事業者たる会員から前項の検討結果の提出を受けたときは、送配電等業

務指針等に照らして次の各号に掲げる内容について妥当性を確認し、必要に応じて検証する。 

一 最大受電電力に対して容量面から評価した連系制限がある場合は、送変電設備の熱容量や

予想潮流 

二 発電設備等系統連系希望者が希望した受電電圧と異なる場合は、その理由 

三 想定する連系点及び、発電設備等設置場所から同連系点までの直線距離 

４ （略） 

５ 本機関は、第３項の確認及び検証により再検討が必要と認めるときは、理由を付して当該一

般電気事業者たる会員に再検討を求め、一般電気事業者から再検討結果の提出を受けたときは、

第３項に準じ確認等を行う。 

 

（事前相談の回答） 

第４２条 本機関は、前条による検討結果の確認又は検証を完了したときは、発電設備等系統連

系希望者に対し、次の各号の内容を速やかに回答するとともに必要な説明を行う。 

一 （略） 

二 想定する連系点から発電設備等設置場所までの直線距離 

２ 前項で示す回答の他、発電設備等系統連系希望者の求めに応じ、国が定める系統情報の公表

の考え方に基づき標準化された電源線敷設の単価及び工期の目安を提示する。 

３ 本機関は、第１項による回答を前条第１項の申込みの受付から原則として１か月以内に行う

 

３ 本機関は、前２項の申込みを受け付けた場合は、第４２条第３項又は第４４条第２項に定める

回答期間内の日を回答予定日として、特定発電設備等系統連系希望者へ速やかに通知する。 

４ 本機関は、前項の回答予定日までに回答できない可能性が生じたときは、その事実が判明次第

速やかに、特定発電設備等系統連系希望者に対し、その理由、進捗状況及び今後の見込みを通知

し、特定発電設備等系統連系希望者の要請に応じ、個別の説明を行う。 

５ 本機関から依頼を受けて一般電気事業者たる会員が実施する事前相談の検討及び接続検討に

ついては、送配電等業務指針で定める事前相談及び接続検討に関する規定を準用する。 

６ 本機関が事前相談及び接続検討の受付を行う場合の申込書及び回答書の様式は、一般電気事

業者たる会員が事前相談及び接続検討の受付を行う場合の様式と統一し、本機関が定め、本機関

のウェブサイトにおいて公表する。 

 

（事前相談の検討） 

第４１条 本機関は、事前相談の申込書類の提出を受け付けたときは、関係する一般電気事業者た

る会員に事前相談の検討の実施を速やかに依頼する。但し、申込書類に不備があるときは、書類

の修正を求め、不備がないことを確認した上で申込みの受付を行う。 

２ 一般電気事業者たる会員は、前項により本機関からの依頼を受けたときは、事前相談の検討を

行い、検討終了次第速やかにかつ本機関から特定発電設備等系統連系希望者への回答予定日の

５営業日（第１０条第３項に定める本機関の営業日とする。以下、この章において同じ。）前ま

でに、本機関へ検討結果を提出するものとし、当該期日を超過するときは、その理由、進捗状

況、及び今後の見込みを本機関に書面にて報告しなければならない。 

３ 本機関は、一般電気事業者たる会員から前項の検討結果の提出を受けたときは、送配電等業務

指針等に照らして次の各号に掲げる内容について妥当性を確認し、必要に応じて検証する。 

一 最大受電電力に対して容量面から評価した連系制限がある場合は、送電系統の熱容量や予

想潮流 

二 特定発電設備等系統連系希望者が希望した受電電圧と異なる場合は、その理由 

三 想定する連系点及び、特定発電設備等設置場所から同連系点までの直線距離 

４ （略） 

５ 本機関は、第３項の確認及び検証により再検討が必要と認めるときは、理由を付して当該一般

電気事業者たる会員に再検討を求め、一般電気事業者たる会員から再検討結果の提出を受けた

ときは、第３項に準じ確認等を行う。 

 

（事前相談の回答） 

第４２条 本機関は、前条による検討結果の確認又は検証を完了したときは、特定発電設備等系統

連系希望者に対し、次の各号の内容を速やかに回答するとともに必要な説明を行う。 

一 （略） 

二 想定する連系点から特定発電設備等設置場所までの直線距離 

２ 前項で示す回答の他、特定発電設備等系統連系希望者の求めに応じ、国が定める系統情報の公

表の考え方に基づき標準化された電源線敷設の単価及び工期の目安を提示する。 

３ 本機関は、第１項による回答を前条第１項の申込みの受付日から原則として１か月以内に行
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ものとし、１か月を超えることが見込まれるときは、速やかに、発電設備等系統連系希望者に対

し、その理由等を説明する。 

 

（接続検討） 

第４３条 本機関は、第４０条第３項により接続検討の申込書類の提出を受け、かつ関係する一

般電気事業者たる会員から必要な検討料が入金されている旨の通知を受けたときは、当該接続

検討の申込みの受付を行い、当該一般電気事業者たる会員に接続検討の実施を速やかに依頼す

る。但し、申込書類に不備があるときは、書類の修正を求め、不備がないことを確認した上で申

込みの受付を行う。 

２ 一般電気事業者たる会員は、前項により本機関からの依頼を受けたときは、接続検討を行い、

検討終了次第速やかにかつ次条第２項に定める本機関から発電設備等系統連系希望者への回答

期限の７営業日前までに、本機関へ検討結果を提出するものとし、当該期日を超過するときは、

その理由、進捗状況、及び今後の見込みを本機関に報告しなければならない。 

３ 本機関は、一般電気事業者たる会員から前項の検討結果の提出を受けたときは、送配電等業

務指針等に照らして次の各号に掲げる内容について妥当性を確認し、必要に応じて検証する。 

一 発電設備等系統連系希望者が希望した最大受電電力に対して連系ができない場合は、その

理由及び代替案。代替案を示すことができない場合は、その理由。 

二～四 （略） 

五 発電設備等系統連系希望者に対策を求めている場合は、その対策の必要性及び工事の内容 

 

六～八 （略） 

４～５ （略） 

６ 本機関は、第３項及び第４項の確認及び検証により再検討が必要と認めるときは、理由を付

して当該一般電気事業者たる会員に再検討を求め、一般電気事業者から再検討結果の提出を受

けたときは、第３項及び第４項に準じ確認等を行う。 

 

（接続検討の回答） 

第４４条 本機関は、前条による検討結果の確認又は検証を完了したときは、発電設備等系統連

系希望者に対し、次の各号の内容を速やかに回答するとともに必要な説明を行う。 

一 発電設備等系統連系希望者が希望した最大受電電力に対する連系可否（連系ができない場

合には、その理由及び代替案。代替案を示すことができない場合は、その理由） 

二 系統連系工事の概要（発電設備等系統連系希望者が希望する場合は設計図書又は工事概要

図等）  

三～五 （略） 

六 発電設備等系統連系希望者に必要な対策 

七～八 （略） 

２ 本機関は、前項による回答を前条第１項の申込みの受付から原則として３か月以内に行うも

のとし、３か月を超えることが見込まれるときは、速やかに、発電設備等系統連系希望者に対

し、その理由等を説明する。 

（新設） 

うものとする。 

 

 

（接続検討） 

第４３条 本機関は、接続検討の申込書類の提出を受け、かつ関係する一般電気事業者たる会員か

ら必要な検討料が入金されている旨の通知を受けたときは、当該接続検討の申込みの受付を行

い、当該一般電気事業者たる会員に接続検討の実施を速やかに依頼する。但し、申込書類に不備

があるときは、書類の修正を求め、不備がないことを確認した上で申込みの受付を行う。 

 

２ 一般電気事業者たる会員は、前項により本機関からの依頼を受けたときは、接続検討を行い、

検討終了次第速やかにかつ本機関から特定発電設備等系統連系希望者への回答予定日の７営業

日前までに、本機関へ検討結果を提出するものとし、当該期日を超過するときは、その理由、進

捗状況、及び今後の見込みを本機関に書面にて報告しなければならない。 

３ 本機関は、一般電気事業者たる会員から前項の検討結果の提出を受けたときは、送配電等業務

指針等に照らして次の各号に掲げる内容について妥当性を確認し、必要に応じて検証する。 

一 特定発電設備等系統連系希望者が希望した最大受電電力に対して連系ができない場合は、

その理由及び代替案。代替案を示すことができない場合は、その理由。 

二～四 （略） 

五 特定発電設備等系統連系希望者に対策を求めている場合は、その対策の必要性及び工事の

内容 

六～八 （略） 

４～５ （略） 

６ 本機関は、第３項及び第４項の確認及び検証により再検討が必要と認めるときは、理由を付し

て当該一般電気事業者たる会員に再検討を求め、一般電気事業者たる会員から再検討結果の提

出を受けたときは、第３項及び第４項に準じ確認等を行う。 

 

（接続検討の回答） 

第４４条 本機関は、前条による検討結果の確認又は検証を完了したときは、特定発電設備等系統

連系希望者に対し、次の各号の内容を速やかに書面にて回答するとともに必要な説明を行う。 

一 特定発電設備等系統連系希望者が希望した最大受電電力に対する連系可否（連系ができな

い場合には、その理由及び代替案。代替案を示すことができない場合は、その理由） 

二 系統連系工事の概要（特定発電設備等系統連系希望者が希望する場合は設計図書又は工事

概要図等）  

三～五 （略） 

六 特定発電設備等系統連系希望者に必要な対策 

七～八 （略） 

２ 本機関は、前項による回答を前条第１項の申込みの受付日から原則として３か月以内に行う

ものとする。 

 

３ 本機関は、前条による検討結果が以下の条件に該当する場合は、第１項の内容に加え、次の各
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

号に掲げる内容について回答書に含めるとともに、特定発電設備等系統連系希望者に対し、必要

な説明を行う。 

一 系統連系工事に広域連系系統の増強工事が含まれる場合 第３１条第１項第２号ウに基づ

き本機関に対して広域系統整備に関する提起を行うことができる電気供給事業者に該当する

か否か及び計画策定プロセスの開始に至る手続 

二 特定発電設備等系統連系希望者の工事費負担金対象となる系統連系工事が送配電等業務指

針に定める規模以上となる場合 近隣の電源接続案件の可能性を募り、複数の発電設備等系

統連系希望者により工事費負担金を共同負担して系統増強を行う手続（以下「電源接続案件

募集プロセス」という。）の対象となる可能性があること及び電源接続案件募集プロセスの

開始に至る手続 

 

（一般電気事業者たる会員が受け付けた接続検討に対する検討結果の報告を受けた場合の取扱

い） 

第４４条の２ 本機関は、一般電気事業者たる会員から、送配電等業務指針で定めるところによ

り、一般電気事業者たる会員が受け付けた接続検討の申込みに対する検討結果が前条第３項第

１号に掲げる条件に該当するとの報告を受けた場合は、一般電気事業者たる会員が発電設備等

系統連系希望者に対し回答を行った後速やかに、発電設備等系統連系希望者に対し同号に準じ

た説明を行う。 

２ 本機関は、前項の報告を受けた接続検討の申込みに対する検討結果が前条第３項第２号に掲

げる条件にも該当する場合には、前項の説明と併せ、発電設備等系統連系希望者に対し同号に準

じた説明を行う。 

 

（電源接続案件募集プロセス開始の申込み） 

第４４条の３ 発電設備等系統連系希望者は、本機関から電源接続案件募集プロセスの対象とな

る可能性がある旨の説明を受けた場合で、電源接続案件募集プロセスの実施を希望するときは、

本機関に対し電源接続案件募集プロセス開始の申込みを行うことができる。但し、系統連系工事

に広域連系系統の増強工事が含まれる場合であって、発電設備等系統連系希望者が、第３１条第

１項第２号に基づき広域系統整備に関する提起を行っている場合はこの限りではない。 

 

（電源接続案件募集プロセスの開始） 

第４４条の４ 本機関は、次の各号に掲げる場合を除き、電源接続案件募集プロセス開始の申込み

を受け付けたときは、電源接続案件募集プロセスを開始し、連系等の希望があった地点の近隣の

電源接続案件を募集する。 

一 系統連系工事に広域連系系統の増強工事が含まれる場合であって、本機関が、第３１条第

１項第１号に基づき計画策定プロセスを開始した場合（検討開始要件の適合性を検討中の場

合を含む。） 

二 電源接続案件募集プロセスを開始することにより、進行中の他の計画策定プロセス又は電

源接続案件募集プロセスの進行に影響を及ぼすと、当該プロセスを主宰する本機関又は一般

電気事業者たる会員が認めた場合 
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（契約申込みに伴う回答内容の確認） 

第４５条 一般電気事業者たる会員は、本機関が前条第１項により発電設備等系統連系希望者に

回答を行った案件について、発電設備等系統連系希望者から契約申込みを受けた場合、その申込

三 接続検討の回答後、電源接続案件募集プロセスの対象となる送電系統の増強を含む契約申

込みが行われ、当該送電系統の状況が変化した場合等、接続検討の前提となる事実関係に変

動がある場合 

四 直近で同一の系統増強に関し電源接続案件募集プロセスを実施したにもかかわらず十分な

応募が集まらなかった場合等、電源接続案件募集プロセスを開始したとしても、発電設備等

系統連系希望者から電源接続案件募集プロセスを完了するに足りる応募がなされる蓋然性が

極めて低い場合 

２ 本機関は、前項各号に該当する場合には、電源接続案件募集プロセスを開始しない理由を電源

接続案件募集プロセス開始の申込みを行った発電設備等系統連系希望者へ速やかに説明しなけ

ればならない。 

 

（電源接続案件募集プロセスに関する接続検討） 

第４４条の５ 本機関に対し電源接続案件募集プロセス開始の申込みを行った発電設備等系統連

系希望者、及び、本機関が開始した電源接続案件募集プロセスに応募を希望する発電設備等系統

連系希望者は、本機関又は一般電気事業者たる会員に対し、電源接続案件募集プロセスに関する

接続検討の申込みを行わなければならない。 

２ 前項の接続検討は、本機関又は一般電気事業者たる会員が受け付けた全ての電源接続案件の

申込内容を前提に行う。 

 

（電源接続案件募集プロセスにおける入札手続等） 

第４４条の６ 本機関は、前条の接続検討の結果を踏まえ、送配電等業務指針に定めるところによ

り、入札等の公平性及び透明性の確保された手続に基づき、系統増強を行うための工事費負担金

を共同負担する発電設備等系統連系希望者を決定する。 

 

（電源接続案件募集プロセスの期間） 

第４４条の７ 本機関は、電源接続案件募集プロセスの開始日から原則として１年以内に、系統増

強を行うための工事費負担金を共同負担する発電設備等系統連系希望者及び工事費負担金の額

を決定し、電源接続案件募集プロセスを完了させるものとする。 

 

（電源接続案件募集プロセスの詳細） 

第４４条の８ 本章に定めるほか、電源接続案件募集プロセスの詳細については、送配電等業務指

針に定めるところによる。 

 

（電源接続案件募集プロセスに関する情報管理） 

第４４条の９ 本機関及び一般電気事業者たる会員は、電源接続案件募集プロセス開始の申込み

を行った発電設備等系統連系希望者及び電源接続案件募集プロセスに応募した発電設備等系統

連系希望者に関する情報管理を徹底しなければならない。 

 

（契約申込みに伴う回答内容の確認） 

第４５条 一般電気事業者たる会員は、本機関が第４４条第１項により特定発電設備等系統連系
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みに対する検討結果が前条第１項の回答と異なるときは、送配電等業務指針で定めるところに

より、発電設備等系統連系希望者への回答を行う前に、本機関に検討結果を提出しなければなら

ない。 

２ 一般電気事業者たる会員は、前項により本機関に提出すべき内容が、工事費負担金の増加、工

期の長期化、若しくは発電設備等系統連系希望者側の設備対策の追加のいずれも伴わない軽微

なものであるときは、前項にかかわらず、送配電等業務指針で定めるところにより、発電設備等

系統連系希望者への回答を行った後に変更の概要を本機関に提出することができる。 

 

３～４ （略） 

５ 本機関は、第３項の確認及び検証により再検討が必要と認めるときは、理由を付して当該一

般電気事業者たる会員に再検討を求め、一般電気事業者から再検討結果の報告を受けたときは、

第３項に準じ確認等を行う。 

６ （略） 

７ 一般電気事業者たる会員は、前項の通知を受けたときは、速やかに発電設備等系統連系希望

者に検討結果の回答を行わなければならない。但し、第２項により回答を行っている場合は、こ

の限りでない。 

 

（一般電気事業者たる会員が受け付けた案件の確認、検証） 

第４６条 本機関は、発電設備等系統連系希望者が一般電気事業者たる会員に対し、事前相談又

は接続検討申込みを行い、回答を受けた案件について、当該発電設備等系統連系希望者からの求

めに応じて、第４１条第３項又は第４３条第３項及び第４項に準じて確認し、必要に応じて検証

する。 

２ （略） 

３ 本機関は、第１項による確認又は検証を完了したときは、発電設備等系統連系希望者に対し

速やかに回答するとともに必要な説明を行う。 

 

希望者に回答を行った案件について、特定発電設備等系統連系希望者から契約申込みを受けた

場合、その申込みに対する検討結果が第４４条第１項の回答と異なるときは、送配電等業務指針

で定めるところにより、特定発電設備等系統連系希望者への回答を行う前に、本機関に検討結果

を提出しなければならない。 

２ 一般電気事業者たる会員は、前項により本機関に提出すべき内容が、工事費負担金の増加、工

期の長期化、若しくは特定発電設備等系統連系希望者側の設備対策の追加のいずれも伴わない

軽微なものであるときは、前項にかかわらず、送配電等業務指針で定めるところにより、特定発

電設備等系統連系希望者への回答を行った後に変更の概要を本機関に提出することができる。 

３～４ （略） 

５ 本機関は、第３項の確認及び検証により再検討が必要と認めるときは、理由を付して当該一般

電気事業者たる会員に再検討を求め、一般電気事業者たる会員から再検討結果の報告を受けた

ときは、第３項に準じ確認等を行う。 

６ （略） 

７ 一般電気事業者たる会員は、前項の通知を受けたときは、速やかに特定発電設備等系統連系希

望者に検討結果の回答を行わなければならない。但し、第２項により回答を行っている場合は、

この限りでない。 

 

（一般電気事業者たる会員が受け付けた案件の確認、検証） 

第４６条 本機関は、特定発電設備等系統連系希望者が一般電気事業者たる会員に対し、事前相談

又は接続検討申込みを行い、回答を受けた案件について、当該特定発電設備等系統連系希望者か

らの求めに応じて、第４１条第３項又は第４３条第３項及び第４項に準じて確認し、必要に応じ

て検証する。 

２ （略） 

３ 本機関は、第１項による確認又は検証を完了したときは、特定発電設備等系統連系希望者に対

し速やかに回答するとともに必要な説明を行う。 

 

第７章 需給状況の監視 

 

（監視のための情報の取得） 

第５１条 （略） 

２～４ （略）  

５ （略） 

一 第１項にかかわらず、一般電気事業者たる会員は、その供給区域の需給に関する計画につい

て、別表７－１に定める内容を、同表に定める提出期限までに、本機関に提出する他、一般電

気事業者が把握している会員ごとの需給に関する計画を本機関に提出する。 

二 （略） 

 

 

 

 

第７章 需給状況の監視 

 

（監視のための情報の取得） 

第５１条 （略） 

２～４ （略）  

５ （略） 

一 第１項にかかわらず、一般電気事業者たる会員は、その供給区域の需給に関する計画につい

て、別表７－１に定める内容を、同表に定める提出期限までに、本機関に提出する他、一般電

気事業者たる会員が把握している会員ごとの需給に関する計画を本機関に提出する。 

二 （略） 
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別表７－１ 供給区域の需給に関する計画の提出 

提出する 

計画 

年間計画 

（第１～ 

第２年

度） 

月間計画 

（翌月） 

週間計画 

（翌週） 

翌日計画 当日計画 

提出期限 
毎年 

３月２５日 

毎月 

２５日 

毎週 

木曜日 

毎日（※） 

１７時３０分 
随時 

提

出

内

容 

供給

区域 

需要 

電力 

各月の 

最大時需

要電力 

各週の 

最大時需

要電力 

日別の 

最大時需

要電力 

翌日の 

最大時需要

電力と予想

時刻 

最小時需要

電力と予想

時刻 

当日の 

最大時需要

電力と予想

時刻 

最小時需要

電力と予想

時刻 

供給

区域 

供給 

電力 

需要電力

に対する

供給電力 

需要電力

に対する

供給電力 

需要電力

に対する

供給電力 

需要電力に

対する供給

電力 

需要電力に

対する供給

電力 

（※）（略） 

 

 

 

 

別表７－１ 供給区域の需給に関する計画の提出 

提出する 

計画 

年間計画 

（第１～ 

第２年

度） 

月間計画 

（翌月、

翌々月） 

週間計画 

（翌週、

翌々週） 

翌日計画 当日計画 

提出期限 
毎年 

３月２５日 

毎月 

２５日 

毎週 

木曜日 

毎日（※） 

１７時３０分 
随時 

提

出

内

容 

供給

区域 

需要 

電力 

各月の 

最大時需

要電力 

各週の 

最大時需

要電力 

日別の 

最大時需

要電力 

翌日の 

最大時需要

電力と予想

時刻 

最小時需要

電力と予想

時刻 

当日の 

最大時需

要電力と

予想時刻 

最小時需

要電力と

予想時刻 

供給

区域 

供給 

電力 

需要電力

に対する

供給電力 

需要電力

に対する

供給電力 

需要電力

に対する

供給電力 

需要電力に

対する供給

電力 

需要電力

に対する

供給電力 

（※）（略） 

 



現  行 変 更 案 

第８章 需給状況の悪化時の指示等 

 

（需給ひっ迫時の指示又は要請） 

第５３条 本機関は、第７章の監視により、特定の供給区域又は全国の予備力が不足する、又は不

足するおそれがある場合（以下「需給ひっ迫」という。）において、当該供給区域の一般電気事

業者たる会員が行う供給区域内での需給調整のみでは周波数維持が困難となり、需給状況を改

善する必要があると認めるときは、会員に対し、前条第１号から第４号の他、次の各号に掲げる

事項を指示する。 

一～二 （略）  

２ （略） 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

第８章 需給状況の悪化時の指示等 

 

（需給ひっ迫時の指示又は要請） 

第５３条 本機関は、第７章の監視により、特定の供給区域又は全国の予備力が不足する場合（以

下「需給ひっ迫」という。）、又は需給ひっ迫のおそれがある場合において、当該供給区域の一般

電気事業者たる会員が行う供給区域内での需給調整のみでは周波数維持が困難となり、需給状

況を改善する必要があると認めるときは、会員に対し、前条第１号から第４号の他、次の各号に

掲げる事項を指示する。 

一～二 （略）  

２ （略） 

 

（指示の公表） 

第５８条の２ 本機関は、会員に対し、法第２８条の４４第１項に基づく指示を実施したときは、

これを速やかに公表する。 

 

（本機関の指示を受けた会員の託送利用に関する契約） 

第５９条の２ 一般電気事業者たる会員と他の会員（但し、卸電気事業者たる会員を除く。）は、

本機関の指示に基づく電気の供給に伴う託送供給を行うため、託送供給の実施前又は緊急時や

むを得ない場合は託送供給の実施後、速やかに託送供給の条件等を定めた契約を締結するもの

とする。 

 



第９章 地域間連系線の管理 

 

(空容量の公表) 

第６５条 （略） 

２ （略） 

３ 第８２条に掲げるシステムの構築が完了するまでの間は、第１項にかかわらず、関連一般電

気事業者が空容量を算出し、本機関に通知するものとする。本機関は、通知された空容量の確認

を行う。 

 

（連系線の計画潮流） 

第６６条 本機関は、次の各号に定める手順により連系線の計画潮流の管理を行う。 

一～七（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（登録時刻の扱い） 

第６７条 本機関は、連系線の希望計画に係る発電設備等の接続検討が事前に完了し、かつ、需要

が確保されていること（受給までの期間が１年を超え、連系線の効率的利用を阻害しないと見込

まれる需要確保の計画を含む。）が確認できなかったとき、また申込み時の提出データに欠損あ

るいは内容の不備があったときは、前条第１項第２号の登録時刻を取り消すことができる。 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

２ （略） 

３ 前項にかかわらず、第６９条第１項第３号で本機関に提出された翌日計画のうちの増加希望

計画については、本機関が受理した時刻にかかわらず、互いに同一の登録時刻を適用する 

４ （略） 

 

第９章 地域間連系線の管理 

 

(空容量の公表) 

第６５条 （略） 

２ （略） 

３ 第８２条に掲げるシステムの構築が完了するまでの間は、第１項にかかわらず、関連一般電気

事業者（第６６条に定める。）が空容量を算出し、本機関に通知するものとする。本機関は、通

知された空容量の確認を行う。 

 

（連系線の計画潮流） 

第６６条 本機関は、次の各号に定める手順により、連系線の計画潮流の管理を行う。 

一～七 （略） 

２ 本機関は、発電設備を保有する者及び発電設備を設置しようとする者（以下、本条及び次条に

おいて「発電事業者等」という。）が、連系線の利用を希望する場合、別表９－４に定める長期

計画に限り、連系線の希望計画の提出又は利用計画の更新を受け付ける。但し、発電事業者等が

供給先を確保できているときは、当該供給先が希望計画の提出又は利用計画の更新を行うもの

とする。 

 

 

（登録時刻及び容量登録の扱い） 

第６７条 本機関は、次の各号に掲げる場合は、前条第１項第２号の登録時刻を取り消し、第１

項第４号の容量登録を行わない。 

 

 

一 連系線の希望計画に係る発電設備等の接続検討（低圧配電線連系の発電設備においては、契

約申込み）が事前に完了していることが確認できなかったとき 

二 希望計画又は利用計画に対応する需要が確保されていることが確認できなかったとき。但

し、次のア及びイに掲げる場合は除く。 

ア 連系線を利用するまでの期間が１年を超え、連系線の効率的利用を阻害しないと見込まれ

る需要の確保に関する計画がある場合 

イ 供給先が確保できていない発電事業者等（以下「供給先未定発電事業者等」という。）か

ら提出された希望計画又は利用計画であって、経済産業省令に準じる発電所の開発等につい

ての計画書、電気の取引に関する計画書その他本機関が必要と認める資料（以下「計画書等」

という。）又は連系線利用者が提出した供給計画に基づき、その内容に妥当性が認められる

場合 

三 申込み時の提出データに欠損あるいは内容の不備があったとき 

２ （略） 

３ 前項にかかわらず、第６９条第１項第３号で本機関に提出された翌日計画のうちの増加希望

計画については、本機関が受理した時刻にかかわらず、互いに同一の登録時刻を適用する。 

４ （略） 

 



現  行 変 更 案 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（連系線の計画潮流の更新） 

第６９条 （略） 

一 （略） 

二 各関連一般電気事業者は、前項で提出を受けた計画について、連系線の混雑を回避するため

の作業停止計画の調整（年間計画及び月間計画の更新のときに限る。）や第７２条に定める混

雑処理などを経て調整し、その調整後の利用計画を、当該計画を提出した連系線利用者に通知

する。 

三 連系線利用者は、自らの連系線利用計画に係る更新用の計画（長期計画、年間計画及び月間

計画については、前項の調整を反映した計画とする。）を、別表９－４に定める空容量算出用

提出期限までに、全ての関連一般電気事業者を経由して本機関に提出しなければならない。 

四 各関連一般電気事業者は、前項で提出を受けた計画について、別表９－４に定める利用計画

更新期限までに、第７２条に定める混雑処理などを経て更新し、本機関及び当該利用計画を提

出した連系線利用者に通知する。 

２～５ （略） 

 

別表９－５ 利用計画の変更及び通告変更の受付期間と変更可能な事由 

受付期間（※１） 連系線利用計画の変更が可能な事由 

（計画書等の提出） 

第６７条の２ 供給先未定発電事業者等は、希望計画の提出又は利用計画の更新をしようとする

場合には、次の各号に掲げる書類を作成し、本機関に提出しなければならない。 

一 経済産業省令に準じた計画書等（但し、本機関が供給先未定発電事業者等から提出を受け

た供給計画により希望計画又は利用計画の妥当性が確認できる場合はこの限りでない。） 

二 その他本機関が必要とする書類 

２ 供給先未定発電事業者等のうち供給計画の届出が義務付けられていない者は、計画書等の内

容の変更の有無にかかわらず、毎年３月末日までに、計画書等を本機関に提出しなければならな

い。 

 

（利用計画の承継） 

第６７条の３ 本機関は、供給先未定発電事業者等が供給先を確保した場合には、次の各号の手順

に基づき、当該供給先未定発電事業者等が有する利用計画の全部又は一部を、当該供給先に承継

することができる。 

一 供給先未定発電事業者等の供給先は、利用計画の全部又は一部の承継を希望する場合は、第

６６条第１号に準じて希望計画を提出し、併せて供給先未定発電事業者等から利用計画を承

継する旨を本機関に通知する。 

二 供給先未定発電事業者等は、利用計画の全部又は一部を承継させる場合は、第７０条に準じ

て利用計画の変更を行い、併せて前号の供給先へ利用計画を承継する旨を本機関に通知する。 

三 本機関は、前各号による希望計画の提出及び利用計画の変更を受けた場合において、利用計

画の承継が確認できたときは、第６６条第１項第２号に準じて当該希望計画の時刻登録を行

う。 

 

（連系線の計画潮流の更新） 

第６９条 （略） 

一 （略） 

二 各関連一般電気事業者は、前号で提出を受けた計画について、連系線の混雑を回避するため

の作業停止計画の調整（年間計画及び月間計画の更新のときに限る。）を行う。 

 

 

三 連系線利用者は、自らの連系線利用計画に係る更新用の計画（長期計画、年間計画及び月間

計画については、前号の調整を反映した計画とする。）を、別表９－４に定める空容量算出用

提出期限までに、全ての関連一般電気事業者を経由して本機関に提出しなければならない。 

四 各関連一般電気事業者は、前号で提出を受けた計画について、別表９－４に定める利用計画

更新期限までに、第７２条に定める混雑処理などを経て更新し、本機関及び当該利用計画を提

出した連系線利用者に通知する。 

２～５ （略） 

 

別表９－５ 利用計画の変更及び通告変更の受付期間と変更可能な事由 

受付期間（※１） 連系線利用計画の変更が可能な事由 



現  行 変 更 案 

（１）～（４） （略） （略） 

（５）受給日の前日１７時以降
の通告値運用時間帯 

・不可避的な変更（※２） 
・系統運用上必然的な変更（※３） 

・発電トラブルによる変更 

・需給バランス、同時同量等のための変更 
但し、需給バランス、同時同量等のための
変更に該当する通告変更によって相殺潮
流が減少し混雑が発生するときは、当該通
告変更を不可とする 

 

（※１）（略） 

（※２） 

不可避的な変更 

・送配電等業務指針に定める一般電気事業者たる会員の給電指令

に伴う変更 

・第７２条に定める混雑処理に伴う変更 

・第７８条第３項に定めるマージンの一部を利用した供給の取消

に伴う変更 

・自然災害（雷、風雪、鳥獣接触等）、公衆災害等事業者の責任では

ない事象に伴う変更 

（※３） （略） 

 

 

（混雑処理） 

第７２条 （略） 

一 本機関は、送配電等業務指針で定めるところにより、混雑処理の対象とする利用計画に係る

連系線利用量の上限値を、混雑が発生しない最大の量とし、それを当該利用計画を有する連系

線利用者へ関連一般電気事業者を経由して通知する。通知を受けた連系線利用者は、通知され

た上限値以下の利用量に変更した変更希望計画を、第７０条により本機関に提出する。 

二 本機関は、送配電等業務指針で定めるところにより、混雑処理の対象とする通告値を混雑が

発生しない量まで減少してこれを新たな通告値と定め、当該通告値を有する連系線利用者に

関連一般電気事業者を経由して通知する。 

三 （略） 

 

（連系線の利用計画の審査） 

第７６条 （略） 

一～三 （略）  

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（１）～（４） （略） （略） 

（５）受給日の前日１７時以降
の通告値運用時間帯 

・不可避的な変更（※２） 
・系統運用上必然的な変更（※３） 

・発電トラブルによる変更 

・需給バランス、同時同量等のための変更 
但し、需給バランス、同時同量等のための
変更に該当する通告変更によって相殺潮
流が減少し混雑が発生するときは、当該通
告変更を不可とする。 

 

（※１）（略） 

（※２） 

不可避的な変更 

・送配電等業務指針に定める一般電気事業者たる会員の給電指

令に伴う変更 

・第７２条に定める混雑処理に伴う変更 

・第７８条第４項に定めるマージンの一部を利用した供給の取

消に伴う変更 

・自然災害（雷、風雪、鳥獣接触等）、公衆災害等事業者の責任

ではない事象に伴う変更 

（※３） （略） 

 

 

（混雑処理） 

第７２条 （略） 

一 本機関は、送配電等業務指針で定めるところにより、混雑処理の対象とする利用計画に係る

連系線利用量の上限値を、混雑が発生しない最大の量とし、それを当該利用計画を有する連系

線利用者及び関連一般電気事業者に通知する。通知を受けた連系線利用者は、通知された上限

値以下の利用量に変更した変更希望計画を、第７０条により本機関に提出する。 

二 本機関は、送配電等業務指針で定めるところにより、混雑処理の対象とする通告値を混雑が

発生しない量まで減少してこれを新たな通告値と定め、当該通告値を有する連系線利用者及

び関連一般電気事業者に通知する。 

三 （略） 

 

（連系線の利用計画の審査） 

第７６条 （略） 

一～三 （略）  

２ 本機関は、次の各号に掲げる手順により、供給先未定発電事業者等の連系線の利用計画の妥当

性を審査する。 

一 本機関は、供給先未定発電事業者等の連系線の利用計画と当該供給先未定発電事業者等が

第６７条の２に基づき提出した計画書等の内容及び現実の供給先の確保の状況を確認する。 

二 本機関は、計画書等の内容、供給先の確保の状況及び連系線利用計画に齟齬がある場合等、

必要と認めるときは、当該利用計画を有する供給先未定発電事業者等に対し、利用計画の妥当

性に関する事項を聴取する。この際、本機関は、必要に応じて、当該利用者に対して、利用計

画の変更経過、契約書等の提出を求めることができる。 
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（マージンの利用） 

第７８条 （略） 

一～三 （略） 

（新設） 

 

 

２ 第６６条、第６９条及び第７０条の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第６

６条第１項第１号中「利用希望量を示した計画」とあるのは「利用希望量を示した計画及び第７

８条第１項第２号及び第３号に適合することを説明する資料」と読み替えるものとする。また、

第６６条第１項第３号の送電可否判定は、マージンを利用することを考慮して行うものとする。 

３ （略） 

一 （略） 

（新設） 

 

二 （略） 

４ （略） 

 

（需給ひっ迫又は下げ代不足時のマージンの使用） 

第７９条 本機関は、供給区域の需給ひっ迫又は下げ代不足に対応するために連系線のマージン

使用を必要と認めるときは、次の各号に掲げる手順により、連系線利用申込者がマージンを使用

する供給を行うことを認める。 

 

一 一般電気事業者たる会員は、自らの供給区域の需給ひっ迫又は下げ代不足に対応するため

に連系線のマージン使用の必要を認めるとき又は本機関から求められたときは、事前に当該

供給区域（以下、この条において「対象供給区域」という。）の需給に関する計画等を本機関

に提出するとともに、マージン使用の必要性について本機関に説明する。 

二～五 （略） 

２～３ （略）  

４ マージンを使用する供給の送電経路上の供給区域における新たな需給ひっ迫の発生、同経路

上の連系線における第６４条第６項によるマージン減少、関連一般電気事業者からの申出等が

あったときは、本機関は、必要に応じて、第１項第２号よるマージン使用の承認及び同項第４号

によるマージンを使用する供給の承認を取り消すことができる。 

 

（緊急時の連系線の使用） 

第８０条 本機関は、前条のマージン使用その他の対策を行ってもなお、供給区域の需給ひっ迫

三 本機関は、前各号により供給先未定発電事業者等の利用計画が妥当でないと認めるとき、又

は供給先未定発電事業者等が有する利用計画の供給先を確保できなかった場合において本機

関が必要と認めるときは、当該供給先未定発電事業者等に対し、その将来の利用計画を見直す

ことを求める。 

 

（マージンの利用） 

第７８条 （略） 

一～三 （略） 

２ 前項第３号にかかわらず、本機関は、連系線利用申込者の供給先の供給区域において、当該供

給区域に必要な予備力に加えて、連系線利用申込者が利用するマージンの量を超える量の代替

供給力がある場合は、マージンの一部を利用することを認める。 

３ 第６６条、第６９条及び第７０条の規定は、前２項の場合に準用する。この場合において、第

６６条第１項第１号中「利用希望量を示した計画」とあるのは「利用希望量を示した計画及び第

７８条第１項第２号及び第３号に適合することを説明する資料」と読み替えるものとする。ま

た、第６６条第１項第３号の送電可否判定は、マージンを利用することを考慮して行うものとす

る。 

４ （略） 

一 （略） 

二 連系線利用申込者の供給先の供給区域において、第２項に定める代替供給力が不足するに

至った場合（第２項によりマージンを利用した供給に係る利用計画を取り消す場合に限る。） 

三 （略） 

５ （略） 

 

（需給ひっ迫又は下げ代不足時等のマージンの使用） 

第７９条 本機関は、需給ひっ迫若しくは下げ代不足が発生し、又は発生するおそれのある場合に

おいて、連系線のマージン使用を必要と認めるときは、次の各号に掲げる手順により、連系線利

用申込者がマージンを使用する供給を行うことを認める。 

一 一般電気事業者たる会員は、自らの供給区域の需給ひっ迫若しくは下げ代不足が発生し、又

は発生するおそれのある場合において、連系線のマージン使用の必要を認めるとき又は本機

関から求められたときは、事前に当該供給区域（以下、この条において「対象供給区域」とい

う。）の需給に関する計画等を本機関に提出するとともに、マージン使用の必要性について本

機関に説明する。 

二～五 （略） 

２～３ （略）  

４ マージンを使用する供給の送電経路上の供給区域における新たな需給ひっ迫又は需給ひっ迫

のおそれの発生、同経路上の連系線における第６４条第６項によるマージン減少、関連一般電気

事業者からの申出等があったときは、本機関は、必要に応じて、第１項第２号よるマージン使用

の承認及び同項第４号によるマージンを使用する供給の承認を取り消すことができる。 

 

（緊急時の連系線の使用） 
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による需要抑制及び負荷遮断を回避できない又は回避できないおそれがあると認めるときは、

次の各号に掲げる手順により、連系線利用申込者が、供給信頼度の低下を伴いつつ運用容量を超

えて連系線を使用した供給を行うことを認める。 

一 一般電気事業者たる会員は、自らの供給区域の需給ひっ迫に対応するために運用容量拡大

（運用容量に、供給信頼度低下を伴う同拡大分を加えたものを緊急時運用容量とし、それを一

時的に運用容量に代えて用いることをいう。以下同じ。）の必要を認めるとき又は本機関から

求められたときは、当該供給区域の需給に関する計画並びに運用容量拡大の量、期間、影響等

の情報を本機関に提出するとともに、運用容量拡大の必要性について本機関に説明する。 

 

二～四 （略） 

２ （略） 

 

第８０条 本機関は、前条のマージン使用その他の対策を行ってもなお、供給区域の需給ひっ迫又

は需給ひっ迫のおそれによる需要抑制及び負荷遮断を回避できない又は回避できないおそれが

あると認めるときは、次の各号に掲げる手順により、連系線利用申込者が、供給信頼度の低下を

伴いつつ運用容量を超えて連系線を使用した供給を行うことを認める。 

一 一般電気事業者たる会員は、自らの供給区域の需給ひっ迫又は需給ひっ迫のおそれに対応

するために運用容量拡大（運用容量に、供給信頼度低下を伴う同拡大分を加えたものを緊急時

運用容量とし、それを一時的に運用容量に代えて用いることをいう。以下同じ。）の必要を認

めるとき又は本機関から求められたときは、当該供給区域の需給に関する計画並びに運用容

量拡大の量、期間、影響等の情報を本機関に提出するとともに、運用容量拡大の必要性につい

て本機関に説明する。 

二～四 （略） 

２ （略） 

 

第１０章 作業停止計画の調整 

 

（作業停止計画の調整の実施） 

第８３条 本機関は、法第２８条の４０第７号に基づき、別表１０－１に示す種別で、点検や修繕

等の作業を実施するための流通設備又は発電設備（以下「電力設備」という。）の停止に関する

計画（以下「作業停止計画」という。）の調整を行い、広域連系系統の作業停止計画の取りまと

めを行う。但し、連系線の運用容量に影響を与えない流通設備の停止計画であって、一般電気事

業者たる会員による調整により、支障なく発電設備の停止計画との整合性が確保されたもの（以

下「調整対象外作業停止計画」という。）についてはこの限りではない。 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（作業停止計画の原案の提出、共有） 

第８４条 本機関は、次の各号に定める手順により作業停止計画の原案の提出を受ける。 

一 会員及び電気供給事業者（一般電気事業者たる会員を除く。）は、点検や修繕等の作業を実

施するため広域連系系統又は発電設備を停止しようとするときは、別表１０－２で定める期

第１０章 作業停止計画の調整 

 

（作業停止計画の調整の実施） 

第８３条 本機関は、法第２８条の４０第７号に基づき、点検や修繕等の作業を実施するための流

通設備又は発電設備（以下「電力設備」という。）の停止に関する計画（以下「作業停止計画」

という。）について、広域連系系統（第３項に定める。以下、本章において同じ。）に関する作業

停止計画の取りまとめを行う。 

 

 

２ 本機関は、広域連系系統の作業停止計画の取りまとめを行うため、必要に応じ、別表１０－１

に示す種別で、電力設備の作業停止計画の調整を行う。但し、連系線の運用容量に影響を与えな

い流通設備の作業停止計画であって、一般電気事業者たる会員による調整により、支障なく発電

設備の作業停止計画との整合性が確保されたもの（以下「調整対象外作業停止計画」という。）

についてはこの限りではない。 

３ 本機関が作業停止計画の取りまとめを行う広域連系系統は、次の各号に定める流通設備とす

る。但し、供給区域内の最上位電圧が２５０キロボルト未満のときは、第２号及び第３号につい

ては最上位電圧の送電線及び母線に限り、第４号の変圧器については対象外とする。 

一 連系線 

二 最上位電圧から２階級の送電線 

三 最上位電圧から２階級の母線 

四 最上位電圧から２階級を連系する変圧器 

五 その他連系線の運用容量に影響を与える流通設備 

 

（作業停止計画の原案の提出、共有） 

第８４条 本機関は、次の各号に定める手順により作業停止計画の原案の提出を受ける。 

一 会員及び電気供給事業者（一般電気事業者たる会員を除く。）は、点検、修繕等の作業を実

施するため広域連系系統若しくは発電設備を停止しようとするとき又は当該作業により広域
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日までに、当該広域連系系統又は発電設備の存する供給区域の一般電気事業者たる会員に、作

業停止計画の原案を提出しなければならない。 

 

二 （略） 

２～３ （略）  

４ 前項に定めるシステム構築が完了するまでの間は、第２項にかかわらず、本機関は、別表１１

－１（ｆ）に定める作業停止計画を会員及び電気供給事業者と共有する。 

 

 （新設） 

 

 

 （新設） 

連系系統の運用に制約が生じるときは、別表１０－２で定める期日までに、当該広域連系系統

又は発電設備の存する供給区域の一般電気事業者たる会員に、作業停止計画の原案を提出し

なければならない。 

二 （略） 

２～３ （略）  

４ 本機関は、前項に定めるシステムの構築が完了するまでの間は、第１項及び第２項にかかわら

ず、次の各号の定めに基づき、作業停止計画の原案を受け、これを共有する（第８６条第１項及

び第８８条第２項において同じ。）。 

一 本条第１項各号の「発電設備」を「広域連系系統に連系する発電設備その他当該一般電気事

業者たる会員の中央給電指令所が作業停止計画を把握している発電設備」と読み替えて、適用

する。 

二 本機関は、別表１１－１（ｆ）に定める作業停止計画を会員及び電気供給事業者と共有す

る。 

第１１章 系統情報の公表 

 

（系統情報の公表） 

第９２条 （略） 

２ （略） 

３ 会員は、第１項の公表業務に必要な情報を本機関に提供しなければならない。 

４ （略） 

 

別表１１－１ 本機関が公表する系統情報の項目及び公表時期 

情報の項目 
公表時期 

（更新周期） 

(a)～(h) （略）  

（新設） 

 

 

 

（※1）～（※5） （略） 

 

第１１章 系統情報の公表 

 

（系統情報の公表） 

第９２条 （略） 

２ （略） 

３ 会員は、第１項の公表業務に必要な情報を、遅滞なく本機関に提供しなければならない。 

４ （略） 

 

別表１１－１ 本機関が公表する系統情報の項目及び公表時期 

情報の項目 
公表時期 

（更新周期） 

 (a)～(h) （略）  

(i)各交直変換設備の利用に関する制約内容 

（交直変換設備の最低潮流、交直変換設備の潮流きざみ幅、 

 その他交直変換設備の利用に関する設備上の制約） 

都度 

（※1）～（※5） （略） 

 

第１２章 需要家スイッチング支援 

 

 

（新設） 

 

第１２章 需要家スイッチング支援 

 

（システム利用に関する遵守事項の検討） 

第９３条の２ 本機関は、前条第１項のシステムの運用の開始に向けて、当該システムを利用す

る業務に関する遵守事項について検討を進め、取りまとめた結果を公表する。 

２ 前項の検討に当たっては、国との調整並びに有識者及び関係する主な会員からの意見聴取を

行うものとする。 
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第１５章 指導・勧告 

 

（指導・勧告の実施） 

第１００条 （略） 

一～六 （略）  

（新設） 

 

七 （略） 

２ （略） 

 

第１５章 指導・勧告 

 

（指導・勧告の実施） 

第１００条 （略） 

一～六 （略）  

七 電気供給事業者が、法令、本機関の定款、本規程又は送配電等業務指針に照らして不適切な

行為を行っていることが認められるとき 

八 （略） 

２ （略） 

 

第１６章 年次報告書及び調査・研究 

 

（年次報告書） 

第１０１条 （略） 

一 電力需給（供給区域ごとの周波数変動、停電状況、リスク要因分析を含む。）、電力系統及び

系統アクセス業務に関する前年度までの実績 

二 （略） 

 

 

（新設） 

 

 

 

第１６章 年次報告書及び調査・研究 

 

（年次報告書） 

第１０１条 （略） 

一 電力需給（供給区域ごとの周波数変動、電圧変動、停電状況、リスク要因分析を含む。）、電

力系統及び系統アクセス業務に関する前年度までの実績 

二 （略） 

 

（予備力及び調整力の適切な水準等の検討） 

第１０１条の２ 本機関は、前条及び送配電等業務指針に定めるところにより会員から提供され

る情報等をもとに、各供給区域の予備力及び調整力（一般電気事業者の送配電部門が、供給区

域における周波数制御、需給バランス調整その他の系統安定化業務に必要となる電源等の能力

をいう。）の適切な水準等について検討を行う。 

２ 前項において、本機関は電気事業法の一部を改正する法律（平成２６年法律第７２号）の施

行までに検討の過程と結果を会員に通知するとともに公表する。 

３ 本機関は、本条に規定する予備力と調整力の適切な水準について、毎年度評価と検証を行

い、必要に応じて見直しを行う。 

４ 本機関は、前項における評価と検証及び必要に応じた見直しの内容について、前条で定める

報告書においてとりまとめ公表する。 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

第１９章 情報通信技術の活用支援 

 

（電子情報を交換するための標準規格の策定） 

第１０５条の２ 本機関は、会員その他の送電系統を利用する者（以下、本章において「系統利

用者」という。）の業務運営が円滑化し、電気事業の全国大での効率化に資すると認められる

ときは、系統利用者が情報通信技術を活用して相互に電子情報を交換するための標準規格を策

定する。 

２ 本機関は、前項の標準規格を策定、又は変更するときは、関係する主な系統利用者と協議す

るとともに、必要に応じ国との調整及び有識者の意見聴取を行う。 

３ 第１項の標準規格を策定、又は変更したときは、速やかにこれを公表する。 



現  行 変 更 案 

第１９章 雑則 

 

第２０章 雑則 

 

 附則 

 

（施行期日） 

第１条 本規程は、経済産業大臣の認可を受けた日から施行する。 

 

（特定電気事業者たる会員及び特定規模電気事業者たる会員の平成２７年度供給計画における経

過期間の扱い） 

第２条 特定電気事業者たる会員及び特定規模電気事業者たる会員の平成２７年度供給計画の取

扱いについては、経済産業省令の定めに拠る。 

 

（平成２６年度までに一般電気事業者たる会員から接続検討の回答を受領した発電設備等系統連

系希望者による本機関に対する電源接続案件募集プロセス開始の申込みの扱い） 

第３条 平成２６年度までに一般電気事業者たる会員から接続検討の回答を受領した発電設備等

系統連系希望者は、接続検討の回答における系統連系工事に広域連系系統の増強工事が含ま

れ、かつ、工事費負担金対象となる系統連系工事が送配電等業務指針に定める規模以上となる

場合には、第４４条の３に準じて、本機関に対し電源接続案件募集プロセス開始の申込みを行

うことができるものとする。 

 

（計画書等の受付開始） 

第４条 本機関は、本規程第６７条の２に基づく計画書等の受付を、本規程の認可を受けた日の

翌日から開始する。 
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